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 現行の学習指導要領では、各学校が定める総合の目標と学校教育目標との関連を図るとされている一方、学校教育目標は
数十年にわたり変更されていない学校も多く、目指す学校づくりとカリキュラムづくりの一層の連携を図る余地があるとの指摘が
ある。

 このため、
① その時々の学校運営に関する方向性を、よりよく総合のカリキュラムに反映させる観点、
② 地域とのよりよい連携を図る観点

から、総合の目標や内容を定めるにあたっては、学校教育目標のみならず、「基本的な方針」とも関連を図ることとしてはどうか。
（「基本的な方針」に総合に関する記載を新たに加える、ということではない旨に留意。
 総合における地域との一層の連携の推進の在り方や、個人探究とグループ探究に関わる考え方については、別途検討を深める）

学校教育目標等と総合の目標との関係について

＜現行学習指導要領の記載＞
（総則）第２の１．
教育課程の編成に当たっては，学校教育全体や各教科等における指導を
通して育成を目指す資質・能力を踏まえつつ，各学校の教育目標を明確
にするとともに，教育課程の編成についての基本的な方針が家庭や地域と
も共有されるよう努めるものとする。その際，第５章総合的な学習の時間
の第２の１に基づき定められる目標との関連を図るものとする。
（総合）第２ ３（１）
各学校において定める目標については，各学校における教育目標を踏まえ，
総合的な学習の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すこと。

現状

＜地方教育行政の組織及び運営に関する法律＞
第47条の5
４ 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編
成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、
当該対象学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。
５ 学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校
の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域
の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他の関係
者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推
進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する
協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

改善イメージ

学校教育目標

「基本的な方針」

総合の目標・
内容

学校運営協議会

学校 地域

②地域とのより良い
連携を図る

①その時々の学校運営に
関する方向性をよりよく
総合のカリキュラムに反映

承認

学校と地域・保護者等の
関係者の連携・協力の推進

19※自治体や学校によって、名称は異なることがある。

※

スクールポリシー、学校経営方針、
グランドデザイン 等

令 和 ７ 年 1 2 月 2 6 日
総合WG③_資料１より抜粋



幼児教育 小学校
低学年 中学年 高学年

中学校 高等学校

遊びを通
した学び

生活科
※具体的な活動
や体験を通じた

学び

探究

総合的な
学習の時間

総合的な
探究の時間

情報科

 主体的に学び、自らの人生を舵取りする力の育成や、多様で豊かな可能性を開花させる教育の実現を図るためには、一人ひ
とりが初発の思考や行動を起こしたり、好奇心を深掘りする中で、学びを主体的に調整し、自身の豊かな人生やより良い社会
につなげていく「質の高い探究的な学び」の実現が不可欠

 この実現に向け、情報活用能力を各教科等のみならず、探究的な学びを支え、駆動させる基盤と位置付け、探究・情報の
双方の観点から大幅な改善を図る (1) (4)とともに、教育の質向上と教師の負担軽減を両立させる方策(2)(3)(5)を検討すべき

（1）総合的な学習の時間に情報
活用能力を育む領域を付加すべき。
その際、自己の生き方を考えていく
ための資質・能力を育成するという、
探究の特質が十分に発揮されるよう
留意すべき

（4）探究の質の向上を図る上で基盤となる情報活用能力の抜本的向上に向けて、
技術分野の内容の大幅な充実を図るべき

（2）探究の質の向上及び学校の負担軽減
を図るため、実践の蓄積を可視化する形で、裁
量性を維持しつつ、教員や児童・生徒が参照
できる参考資料を作成すべき

（3）中学校及び高等学校での実践の蓄積や、新たな枠組みの全体像を踏まえ、
「目標」等の示し方を検討すべき。その際、小中学校での名称についても検討すべき

（5）情報技術は変化が極めて激しいことを踏まえ、教師の負担を軽
減する動画教材等を国が提供・更新すべき

総合的な
学習の時間

＋情報の領域
（仮称）

情報・技術科
（仮称）

※自己の在り方生き方と一体
不可分な課題に取り組む

※課題解決を通じて
生き方を考える

活用

自発的な活動としての

※小中の系統性を踏まえて情報科
の内容を充実する方向で検討

活用 活用

各 教 科 等
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※育んだ情報活用能力を各教科での探究的な学びを支え、駆動させる基盤としても活用

質の高い探究的な学びの実現に向けた新たな枠組み（ ②全体イメージ）

活用 活用

活用

論点整理抜粋



「カリマネの３ステップ」（ねらいの明確化―編成・実施・調整―評価・改善）による新たなイメージ

ステップⅠ 子供の実態・学校教育目標等を踏まえた「ねらいの明確化」
• 日々の教師による見取りや、各種調査・デジタル学習基盤から得られるデータ等を基にした子供の実態の適切な把握
• 把握した実態や、学校教育目標・経営方針等を基に、教職員や地域住民、児童生徒など関係者で対話・協議し、育成を目指す資質・能力や直面する
指導上の課題の解決といった、教育課程の編成・実施により実現可能な具体的成果について共通理解（※）を形成

• 対話・協議を経て必要がある場合は、学校教育目標・経営方針等も柔軟に見直し
（※）必要に応じ、裁量的な時間（調整授業時数制度）を活用して対話・協議のための時間を計画的に確保

ステップⅡ 教育課程の編成・実施・調整と環境整備
ステップⅠを通じて共通理解を図ったねらいの実現に向け、教育課程の編成・実施・調整や、環境整備に取り組む。

（①教育課程の編成・実施・調整）
• 以下の観点などから検討を行い、教育課程を編成（※１）

ー調整授業時数制度や柔軟な単位制も活用（※２）し、どの教科等を、どのような時数（単位数）で、どのような日課で実施するか
ー教科等横断的な視点(※３)を踏まえつつ、どのように単元を構成・配列するか（デジタル学習指導要領も活用）

・ 教育課程の実施に当たっては、調整授業時数制度を活用し、状況に応じて年度途中でも配当時数・単元の配列を変更するなど、ねらいの実現や新たに
発生した課題への対応のため柔軟に調整
（※１）この過程で、単元配列表の形式的な作成に留まることなく、必要に応じ、当該校の教育課程を踏まえた、単元で捉えて授業を構想するための研究・研修も裁量的な時間を

活用して計画的に確保し、授業改善にも繋げる
（※２）調整授業時数制度等の活用以外にも、週当たり時数の見直し（週29コマから28以下への変更、年度初めからの段階的増など）、単位授業時間の柔軟な変更とそれに

合わせた日課表の見直し、授業日・休業日の設定の工夫など、時間マネジメントに着目した取組により効果的な教育課程編成を支えることが重要
（※３）各校のねらいを実現する上では、各学校で目標を定める総合的な学習（探究）の時間と各教科等の繋がりを意識することが重要となる

・ 何を実施するかだけでなく、ねらいに照らした取組の重点化も重視

（②人的・物的環境の整備）
• 人員配置や校務分掌の最適化等の校内組織を整備
• 必要な備品・教材等がある場合には計画的に確保
• 教職員の専門的知見の向上や研究・研修、外部機関との連携など教育課程の編成・実施に当たって必要な場合には、裁量的な時間を活用して計画的
に時間を確保

• 学校運営協議会や保護者、地域の企業・団体等とも連携し、ねらいの達成に効果的な指導が可能となるよう体制整備

ステップⅢ ねらいの実現状況の把握と評価・改善
• ステップⅠで共通理解を図ったねらいや、年度途中に新たに発生した課題への対応として十分な成果を挙げたかどうかについて、学習評価の状況や、児童
生徒向けアンケート・ヒアリング、学校関係者評価等を通じて把握（カリマネのためだけの把握手続は必須ではない）

• 把握した状況を踏まえて、教育課程や授業の改善に向けた評価・改善を検討して、ステップⅠに反映
（※）必要に応じ、裁量的な時間を活用して、課題の共有や今後の改善に向けた検討・協議について計画的な時間を確保 21

中教審総則・評価特別部会
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制度の活用方針を含め
教育課程編成の
方針について承認

・ 私立学校への情報共有・指導助言等
・ 必要に応じて公立学校担当向け研修への参加を認める

教育課程編成届の提出
指導・助言、伴走支援
不適切な運用の改善

・ 制度の活用状況の把握
・ 知見の共有・情報提供
・ 市町村教委の指導主事や公立学校
等向け研修の実施

調整授業時数制度に係る質確保のための仕組みの全体像

都道府県教育委員会
※私立学校担当部局含む

各学校

サキドリ研究校

市区町村教育委員会
知見の共有

・ 制度の活用状況・実践事例を調査（教育課程編成・実施状況調査）し、結果提供・必要な制度改善
・ 先行事例の成果等を教育委員会へ情報提供
・ 各都道府県・指定都市教委の指導主事等に向けた研究会・協議会を定期的に開催し、好事例・不適切事例等の周
知・適時の指導助言

学校運営の基本方針とともに、制度
の活用状況についてHP等で公表

学校運営協議会

研究開発学校

 調整授業時数制度については、児童生徒の多様性の包摂に資するため、児童生徒の実態を最も把握している学校現場の創意工夫を活かすことを重視
するものであるが、各教科等の時数を標準を下回って実施可能とし、その分の調整授業時数を教科等ではない「裁量的な時間」にも充てることを可能とす
るという性質に鑑み、適切に資質・能力の育成に資する取り組みとなるようにすることが必要。

 このため、各学校の挑戦や試行錯誤を応援しながらも、国や都道府県・市町村教育委員会が積極的な役割を果たし、効果的な取組となるよう支援する
とともに、単なる受験対策への傾倒や、教育の質の向上と関連のない教師の活動の実施など、適切ではない取組の実施を防ぎ、仮にそうした取組があった
場合には、改善を図ることができるよう担保する仕組みを設けることが必要。

指導・助言、伴走支援

先行事例の創出

※サキドリ研究校としての指定は
調整授業時数制度導入までを想定

保護者・地域住民等

事例や課題
の共有

児童生徒の実態を踏まえて
調整授業時数制度の活用を検討 22
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調整授業時数制度の仕組みの方向性（イメージ）

教科D 教科E

教科DE’

既存教科の内容の組み替え
※教科DとEの内容を扱う

・ 標準授業時数が35コマ以下の教科等は調整
が可能な教科等（標準を下回って時数を設定
してよい教科等）の対象外
・ 「総合的な学習の時間」も調整の対象
・ 調整後の時数は35コマ以上とする

(ｱ)児童生徒の
資質・能力の育成に
特に資する教育活動

(ｲ)教師の
組織的な

研究・研修等

教科C

新教科
（学校が必要に応じて設定）

③「裁量的な時間」に充当②教科の新設
※教科B・Cと異なる内容を扱う

教科A

①既存教科等に
上乗せ

調整授業時数

調整授業時数
２

３

教科B
標準を下回って設定可能な時数幅の上限は、
時数調整対象の教科等の１割以上で検討

４

５

現在の授業時数特例校・教育課程特例校
制度は調整授業時数制度に統合し、各学
校の判断により実施可能とする

１ 現行の教育課程特例校で認められる特例

年間を通じて複数の取組を計画
的に実施しうる上限を設定

年間を通じて計画的に
実施しうる上限を設定

調整授業時数

調整後も
最低

35コマ確保

既存教科等への上乗せ 学習枠 研究・研修等枠
要件

上限

各教科等の内容に該当しない、もしくはいずれか一つの
教科等に当てはめるのが困難な学習活動であること

等の要件を設定

①個に応じた学習過程の充実に資する取組
②学習の素地を高める取組
③関係性の質を高め、学習の一層の円滑化に特に資する
取組

④その他地域等の特色を生かした取組

年間を通じて複数の類型に属する取組を実施することも
想定し、適切な上限を検討

類型

要件

上限

学校教育目標・教育課程編成に係る基本方針・年間指導計画等に基
づく組織的・計画的な取組であること 等の要件を設定

①質の高い授業を効果的に実施するための教材研究・授業研究
②教師の資質・能力の向上を図るための学校・教育委員会が企画する研修
③児童生徒理解の向上など、学習・指導上の課題解決に資する情報共
有・協議

④学校と地域の連携体制の確保

「学習枠」の上限の内数として設定。年間を通じて計画的
に実施することも想定し、適切な上限を検討

類型

1割以上
の方向

新設教科
要件

裁量的な時間（学習枠）の要件
に加え、新設教科の目標、育成す
る資質・能力、学習評価の方法が
体系的・系統的に整理されているこ
と 等の要件を設定

上限
調整授業時数の中で活用可能な時数の上限を設定せず、
調整授業時数として生み出した時数のうち、「裁量的な時
間」として活用する時数を除いた時数で実施可能

生み出した調整授業時数の全体から、③「裁量的
な時間」に活用する時間を除いた時数で実施可能

要件
なし
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裁量的な時間（研究・研修等枠）において実施可能な取組の類型
①質の高い授業を効果的に実施
するための教材研究・授業研究

（例）
 学校の研究課題に即して行う

研究授業・研究協議
 教科・学年等で計画的に行う

教材研究

③児童生徒理解の向上など、学習・指導
上の課題解決に資する情報共有・協議
（例）
 担任制やチーム学年制などと組み合

わせた子供の情報の共有

※ 単なる打合せや突発的な児童生徒指導事案に関する会議、
事務的な情報共有の時間とならないよう、学習や指導の改善と
密接に連携させることを前提とする方向性で検討

②教師の資質・能力の向上を図るため
の学校・教育委員会が企画する研修

（例）
 学校・学年等の課題に応じて企画する

定期的な研修
 教育委員会主催研修
※  裁量的な時間は、当該学校の教育課程に係る教育の質の向上を
図るものであり、学校として組織的に実施する研究・研修（学年・
教科単位なども含む）以外の研究・研修活動は対象外

【出典】中教審総則・評価特別部会（第５回）資料１を簡略化して作成

④学校と地域との連携体制の確保

（例）
 企業・団体等と連携した探究学習の実

施に向けた研究会
 地域の方々と連携したカリキュラム開発

に向けた協議
※  各学校が実現を目指す特色ある教育活動を具現化し、質を向上さ
せるのに必要な取組を対象とする方向性で検討
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（福島県いわき市立勿来第一小学校）
「しあわせ探究科」を新設し、震災復興の中で育成の必要性が明確になりながら
も、道徳科の枠組みでは十分に扱いきれなかった８つの資質・能力（主体的行
動力、レジリエンス、ボランティア精神等）を明確に位置付けて、地域課題と結び
付けた独自教科として展開する。

（奈良県広陵町立広陵中学校）
「広陵探究」を新設し、社会科で学ぶ地域の学習をベースに、さまざまな資
料や情報を収集・比較して、広陵町の課題を考え、よりよい広陵町をつくる
にはどうしたらよいかを生徒が主体的に探究する。

▍教科の新設

①個に応じた学習過程の充実に資する取組

②学習の素地を高める取組

③関係性の質を高め、学習の一層の円滑化に特に資
する取組

④その他地域等の特色を生かした取組

▍裁量的な時間（学習枠）
①質の高い授業を効果的に実施するための
教材研究・授業研究

②教師の資質・能力の向上を図るための
学校・教育委員会が企画する研修

③児童生徒理解の向上など、
学習・指導上の課題解決に資する情報共有・協議

④学校と地域との連携体制の確保

▍裁量的な時間（研究・研修等枠）

（例）個別最適な学びを実現するための自己課題の発見および
解決を行う。（岩手県遠野市立遠野東中学校）

（例）すべての学年に１コマ３０分の「たまいちタイム」を設定し、
ＥＳＤ等の個人の探究やそれをねらいとした体験活動等を
行う。（東京都多摩市立多摩第一小学校）

（例）互いの思いや個性を認め合い、多様な他者と人間関係を
形成するため、話すこと・聞くことなどの伝え合う力を育成し、
協働してよりよい学校生活を送っていこうとする態度を育む。
（兵庫県宍粟市立河東小学校）

（例）創立100周年を２年後に控え、学校の歴史調べ、地域の
伝統文化の体験学習等を行う。（川崎市立幸町小学
校）

（例）ICTを効果的に活用した事例研修を行い、45分授業においても従
来の50分授業と同等の学習効果を生み出すための工夫を共有・実
践する。（長崎県諫早市立真城中学校）

（例）子どもの「問い」から始まる、子ども自ら主体的に学ぶ授業研究を行う。
講師や経験豊富な先達教員から指導を受け、ともに学び、新たな指導
法、授業づくりを研究する。（徳島県阿南市立吉井小学校）

（例）学校全体はもとより、低学年部、中学年部、高学年部の各ユニットの
時間として、チーム担任制、教科担任制の運用、児童理解と支援につ
いてチームとしての共有・協議を行う。（京都市立桂小学校）

（例）総合的な学習の時間において、地域の企業・大学等と連携し、こども
視点で「未来にあったらいいな」と思うモビリティやくらしを構想・創造する
活動に取り組むことから、教職員研修として、社会の多様な専門性を
取り入れた研修の充実を図る。（広島市立畑賀小学校）
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▍サキドリ研究校における取組例 中教審総則・評価特別部会
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（％）

（％）

※「全体」には義務教育学校を含む
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49.3

78.2

43.7

28.4

6.1

47.4

76.6

44.5

26.3

5.8

50.0

79.3

43.9

29.3

7.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

総合的な学習の時間等で設定した個人探究課題の深掘り

自ら選んだ教科等の学習課題に関して自己調整しながら学ぶ取組

個々の児童生徒のニーズや認知の特性に応じた個別指導や学習カウンセリング

下学年の未習得事項を効果的に学び直すプログラム

その他（自由記述）

【学習枠】「①個に応じた学習過程の充実に資する取組」の内訳

全体
小学校
中学校

43.2

27.0

60.0

28.6

51.9

6.5

39.2

20.8

57.5

30.0

50.8

7.5

48.3

36.7

65.0

25.0

53.3

5.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

個人探究を伴う体験活動の充実

企業・団体等とも連携して児童生徒の視野を広げ学習意欲を高める取組

言語能力・情報活用能力の重点的な育成のための取組

認知機能強化に着目した取組

学習方略やメタ認知等に関する体系的指導

その他（自由記述）

【学習枠】「②学習の素地を高める取組」の内訳

全体
小学校
中学校

【学習枠】
中教審総則・評価特別部会

（第9回）資料4



（％）

（％）

※「全体」には義務教育学校を含む
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23.1

86.0

13.3

18.6

84.9

17.4

30.2

86.8

7.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

いじめ防止や安全に関する教育

対人関係の基礎となるソーシャルスキルの育成などの対話的な学習の基礎となる人
間関係形成の円滑化に資する学習

その他（自由記述）

全体
小学校
中学校

【学習枠】「③関係性の質を高め、学習の一層の円滑化に特に資する取組」の内訳

15.1

72.6

60.3

13.7

15.0

67.5

55.0

17.5

16.7

76.7

66.7

10.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

特別支援学級・学校との交流及び共同学習

地域の多様な大人と探究的に関わる活動

現代的な諸課題に対応した教育活動を更に深掘り・充実させる学習活動

その他（自由記述）

【学習枠】「④その他地域等の特色を生かした取組」の内訳

全体
小学校
中学校

中教審総則・評価特別部会
（第9回）資料4



（％）（％）

※「全体」には義務教育学校を含む

【研究・研修等枠】
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複数の取組の実施状況（研究・研修等枠）

16.7

32.2

38.9

12.2

13.9

29.7

44.8

11.5

19.6

38.1

27.8

14.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

１項目選択した学校

２項目選択した学校

３項目選択した学校

４項目選択した学校

全体
小学校
中学校

93.0

65.6

65.9

20.0

2.2

93.9

66.7

70.9

20.6

1.8

91.8

64.9

58.8

19.6

2.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

①  質の高い授業を効果的に実施
するための教材研究・授業研究

②  教師の資質・能力の向上を図
るための学校・教育委員会が企画

する研修

③  児童生徒理解の向上など、学
習・指導上の課題解決に資する情

報共有・協議

④  学校と地域との連携体制の確
保

⑤  上記に該当しない（自由記
述）

研究・研修等枠の分類別実施割合

全体
小学校
中学校

中教審総則・評価特別部会
（第9回）資料4



教育課程特例校・授業時数特例校の状況

授業時数特例校においては、総合の時数を増やしている学校が９割以上

29

参考



社会との連携に関わる課題



学校外の体験機会と世帯年収との関係

31

（出所）公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン「子どもの「体験格差」実態調査 最終報告書」（2023年7月4日発行） p. 20

参考



探究学習の推進について、
どの程度課題を感じていますか？

探究学習の推進について、特に課題だと感じるのは
どのようなことですか？

探究に関わる高校教師の9割超が「課題を感じている」と回答し、
特にカリキュラムの設計や、調べ学習で終わってしまう等の課題があるとの調査結果

（出典）認定特定非営利活動法人カタリバによる調査結果２０２３
 （対象：生徒たちの探究学習をサポートしている高校教員340名）

総合的な探究の時間に関する課題（高校教員）

32

参考



外部人材と探究学習に対する課題（高校教師）

（出典）認定特定非営利活動法人カタリバによる調査結果２０２３
 （対象：生徒たちの探究学習をサポートしている高校教員340名）

探究学習カリキュラムの企画・開発・推進を支援したり、地域連携を促進したりするための
外部人材（コーディネーター）が配置されているほど、探究学習に対し課題感を

「とても感じている」という教員が少ない傾向

参考
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支援人数
身近で支援サポートしてくれた人はおおよそ何名くらいでしたか？
（支援＝プロジェクトの方針や進め方、あるいは実行段階やその準備段階にお

いて日常的に相談に乗ったり、助言や情報をくれた）

協力人数
協力してくれた人はおおよそ何名くらいでしたか？

（協力＝プロジェクトを実行する際に具体的なモノや場所の提供、集客協力や
ボランティアでの参加など）

応援人数
応援してくれた人はおおよそ何名くらいでしたか？

（応援＝プロジェクトへのポジティブな声掛けやアイデアをくれた）

企画したことの実践・実行をした

実地調査をした（インタビュー・アンケート・フィールドワーク・実験）

情報収集（文献・ネット）をした

テーマ・目標の設定をした

テーマ・目標設定を行っている最中

いずれも行っていない

他者からの「支援」「協力」「応援」と探究学習の関係（高校生）

高校生が「支援」「協力」「応援」が「無い≒0人」と感じている場合、
テーマ設定にも難易度が生まれることが示唆される調査結果

参考

（出典）認定特定非営利活動法人カタリバによる高校生実態アンケート結果２０２６【未公表】
 （対象：全体で1068名、うちマイプロジェクトアワードへのエントリーありは80名）
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時間の確保が難しい、魅力ある資料や教材が少ない、安全面の問題
等にも課題感があるとの調査結果

総合的な学習の時間に関する課題（小中学校教師）

（出典）神田外語大学 「総合的な学習の時間についての教員のニーズ調査２０１７」
（千葉県内の自治体の公立小学校の全45校と公立中学校の全20校の1,007人から回答）

35
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【参照】『探究学習白書2025（編集・発行 一般社団法人 英語４技能・探究学習推進協会）2025年10月15日発行』（56－60P）より作成

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

予算不足で十分な授業が行えない

学習計画通りに授業が進まない

十分な学習計画が作成できない

学習指導要領の規定している目標に到達していない

生徒の授業に対するモチベーションが低い

支援してくれる大学や企業が見つからない

保護者からの理解が得られない

学習場所が広範囲になりすぎる

指導内容に不安が残る

生徒への評価が難しい

高校の探究学習における課題と問題点

30.5％

54.0％

83.5％（国公私立高校の教員200人のうち、「そう思う」、「どちらかというとそう思う」と回答した割合（以下同じ））

81.0％

70.0％

71.0％

62.0％

65.5％

64.0％

57.0％

高校教師に担当する「総合的な探究の時間」の課題を尋ねたところ、
半数以上が外部との連携や予算に課題を感じていると回答したデータがある

総合的な探究の時間に関する課題（高校教師）
参考
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37

個別の県を対象とした調査でも、総合を担当する高校教師の約半数が、
外部との連携に課題を感じていると回答したデータがある

出典：福島大学教育推進機構「地域×データ」実践教育推進室（https://region-data.net.fukushima-u.ac.jp/information/126/ ）
（福島県内の国立・県立・私立の高等学校の103校・課程から得た124件の回答から作成されたもの）

総合的な探究の時間に関する課題（高校教師、福島県）
参考



コーディネーター、社会教育関係



高校コーディネーターに期待される力
（文部科学省「高校コーディネータースタートガイドブック（R7.3）」より作成）

参考

https://www.mext.go.jp/content/20250716-mxt_koukou01-000021137_1.pdf 39



高校コーディネーターの標準的職務
（文部科学省「高校コーディネータースタートガイドブック（R7.3）」より作成）

参考

※補完職務：他の専門職との適切な連携・分担の下、その専門性を生かして参画することが想定される職務
https://www.mext.go.jp/content/20250716-mxt_koukou01-000021137_1.pdf 40



高校と地域をつなぐコーディネート機能の充実に向けて
（文部科学省「地域をつなぐ⼈材の在り⽅に関する研究会」報告書（R2.3）」より作成）

参考

高校と地域の協働による生徒の成長と地域の変化イメージ

https://www.mext.go.jp/content/20200401-mxt_koukou02-000004712_01.pdf 41



コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

（委員）保護者代表・地域住民
地域学校協働活動推進員 など

学校運営協議会
学校運営や学校運営に必要な支援に関する協議を行う

※学校運営の責任者として教育活動等を実施する
権限と責任は校長が有する

地域学校協働活動推進員
地域と学校をつなぐコーディネーターの役割

コミュニティ・スクール
（学校運営協議会を設置した学校）

 校長が作成する学校運営の基本方針を承認
 学校運営について、教育委員会又は校長に意見
 教職員の任用に関して、教育委員会に意見

学校運営の
基本方針

学校運営・
教育活動

説明

説明

承認

意見

校長等

※ 地域学校協働本部
地域の人々や団体による「緩やかなネットワーク」
を形成した地域学校協働活動を推進する体制

地域学校協働活動
地域と学校が連携・協働して行う
学校内外における活動

教
育
委
員
会

意見

教職員の任用

任命

委嘱

学校運営

地域学校協働活動推進員

地域学校協働活動推進員

（委員）10～15人程度
・地域住民、保護者
・地域学校協働活動推進員
・その他教育委員会が必要と認める者
（例：近隣幼稚園等・小中学校関係者）

 など

地域住民等の参画を得て、
・放課後等における学習支援・体験活動（放
課後子供教室など）
・授業補助、校内清掃、登下校対応、部活動
補助などの学校における活動
・地域の防災活動やお祭り等地域の伝統行事
への参画など地域を活性化させる活動
などを実施

情報共有

情報共有

社会教育
団体・施設

文化・ｽﾎﾟｰﾂ
団体

企業・NPO

PTA
地域住民

保護者

子ども会

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

民生委員
児童委員

人権擁護
委員

消防団

※地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5

※社会教育法第9条の7

※社会教育法第5条

参考
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3章 コミュニティ・スクールの実践と伴走支援
3.3 研修の計画・実施
「社会に開かれた教育課程」の実現
● 「総合的な学習（探究）の時間」の内容充実に係る取り組み
学校運営協議会において探究学習の企画や地域との協働体制の構築を進めることにより、地域の文化、自然、産業等の地域資源を活かした探究学習の充実を図ることが可能となります。
学校運営協議会の承認事項である「教育課程の編成」について協議を行うにあたっては、学校教育目標、学校運営に関する基本的な方針、各学校が定めることとされている総合的な学
習の時間の目標・内容等を踏まえつつ、「総合的な学習（探究）の時間」において、地域や社会と連携・協働してどのような活動を実施するのかを検討することが考えられます。
また、探究学習に必要な人的・物的体制を確保するため、地域学校協働活動推進員等が地域の関係機関等との調整役を担うことや、協議会において学校、家庭、地域の役割分担を

議論し、共通理解につなげていくことが重要です。

4章 地域学校協働活動の概要
4.1 地域学校協働活動、地域学校協働本部とは
様々な地域学校協働活動
地域学校協働活動は、社会教育法第５条第１項第１３号～１５号により、地域住民その他の関係者が学校と協働して行う以下の活動と規定されています。

なお、総合的な学習（探究）の時間などにおいて、専門的な知見や技能、経験を持つ外部人材が学習を支援する活動なども、地域学校協働活動に該当します。

7章 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進
7.1 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進とは
学校種別の考え方（テーマに応じて課題解決を図るコミュニティ・スクール）
● 高等学校

高等学校において広く地域や社会の参画・協力を促進することは、学校運営の改善につながり、キャリア教育の推進や学校の魅力化、特色づくりに資するものです。これまで培われた地域や
社会との関係を生かして、学校運営協議会を通じ、地域住民や近隣の大学の教員、地元の商店街、企業、NPO等の団体、地方公共団体等の協力を得ることが期待されます。地域の
差し迫った課題を、高校生自らが地域と協働して解決していく地域課題解決型学習（「総合的な学習（探究）の時間」の活用）を実施するなど、高等学校と地域の双方向的な魅力を
発信することも期待されます。自治体、地元産業界等との連携を強化することで、地域人材の育成・還流を図る仕組みを構築することが期待されます。
また、学校運営協議会の設置と、高等学校・地方公共団体・産業界・高等教育機関・NPO 法人等の連携・協働体制（コンソーシアム）の構築とを、有機的に連携を図りながら推進

することが効果的です。なお、高等学校においては、地域学校協働本部の代替としてコンソーシアムを構築することも考えられます。

7.3 これからのコミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進
● 学校教育活動の充実
「社会に開かれた教育課程」とは、「育てたい生徒像」や学校教育目標を学校と地域社会が共有し、それぞれの学校において、必要な教育内容をどのように学び、どのような資質・能力を身に
つけられるようになるのかを明確にしながら、地域社会との連携・協働によりその実現を図っていくことです。
コミュニティ・スクールの機能を活かし、学校運営協議会が学校の教育課程を含む学校運営の基本方針を承認することで、学校と地域が目指す教育目標や子供たちに身につけさせたい資

質・能力を共有し、地域の人的・物的資源を活用しながら、「社会に開かれた教育課程」を実現させていくことが考えられます。
具体的には、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を活用し、例えば、総合的な学習（探究）の時間において、児童生徒が地域の課題を発見し、解決に向けて地域のさまざまな主

体と連携・協働することを通して、地域社会の形成者としての当事者意識を醸成する探究的な活動を実現することが考えられます。

「コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進」に関する手引き（抜粋）
参考

https://manabi-mirai.mext.go.jp/upload/ittaitekisuishin_tebiki.pdf

■学校の授業終了後又は休業日において、学校、社会教育施設等で行う学習、その他の活動
■ ボランティア活動、社会奉仕体験活動、自然体験活動、その他の体験活動
■社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して学校、社会教育施設等で行う教育活動、その他の活動
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２．コミュニティ・スクールのメリット

称号付与の趣旨
○ 社会教育主事講習等の学習の成果が認知され、社会教育行政以外の分野においても活用される仕組みの構築が
求められていたところ。

○ このため、講習等の学習の成果が社会で認知され、広く社会における教育活動に生かされる仕組みを構築し、社会教
育の振興を図るため、講習の修了証書授与者が 「社会教育士（講習）」 と、養成課程の修了者が 「社会教育士
（養成課程）」 と称することができることとした。

社会教育士に期待される役割
○ 「社会教育士」には、講習や養成課程の学習成果を活かし、ＮＰＯや企業等の多様な主体と連携
・協働して、社会教育施設における活動のみならず、環境や福祉、まちづくり等の社会の多様な分野
における学習活動の支援を通じて、人づくりや地域づくりに携わる役割が期待される。

○ また、これらの活動に際しては、地域の実情等を踏まえ、社会教育士と社会教育主事との連携・協
働が図られることが期待される。

法令根拠

社会教育主事講習等規程（昭和二十六年文部省令第十二号） （改正省令）公布日 平成30年2月28日 施行日 令和2年4月1日

第８条第３項 第１項に規定する修了証書を授与された者は、社会教育士（講習）と称することができる。
第11条第３項  第１項の規定により修得すべき科目の単位を全て修得した者は、社会教育士（養成課程）と称することができる。

これまでの称号付与数

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 計
（内訳）主事講習 492人 1,414人 1,532人 1,382人 1,540人 6,360人
（内訳）養成課程 214人 336人 538人 1,139人 1,106人 3,333人

社会教育士称号付与数 706人 1,750人 2,070人 2,521人 2,646人 9,693人

「社会教育士」の称号付与（趣旨及び役割等） 参考
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○多様な人材のニーズに応じた学習機会を拡大
（誰でも希望した時に受講できる環境の整備）

○社会教育人材のデジタルも活用したネットワーク
化や、継続的な学習の場を整備

○人づくり、つながりづくり、地域づくりは、
 従来の社会教育分野のみならず、 他の
多くの分野で求められるようになっている

○多様な人材（首長部局・企業・NPOの
職員等）の社会教育への参画が重要に

社会教育の裾野の広がりと、社会教育人材が果たすべき役割

学校

社会教育施設 首長部局

教育委員会

社会教育士

社会教育人材をハブにした
人づくり、つながりづくり、地域づくり

団体・民間企業

社会教育士

社会教育士社会教育士

※ 黄色の楕円で示された職種・属性の者が
講習を受講して、社会教育士となるイメージ

社会教育の裾野の広がり

地域学校
協働活動
推進員 等

学校司書

司書・
司書補

NPO

まちづくり

子ども会

地域振興

司書教諭

社会教育人材が
ハブとしての役割を果たすために

生涯学習
コーディネーター

PTA

CSR

学芸員

社会教育主事

公民館主事

地域学校連
携担当教員

民間教育
事業者

福祉

防災
観光

文化

スポーツ社会教育委員

学校教育

社会
教育士

地域コミュニティ

社会教育士

地域共生社会
地域運営組織

自治会

農村型
地域運営組織

青少年
教育施設

大学等

社会
教育士

NPO

参考
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社 会 教 育 士 に 期 待 さ れ る 役 割 （ イ メ ー ジ 図 ）

○ 「社会教育士」は、教育委員会事務局に配置される「社会教育主事」になるための講習や養成課程を修了した者に与えられる「称号」
です。社会教育主事にならなくても、その能力があることが分かるようにするため、令和２年４月に新設しました。

○ 講習や養成課程で習得したコーディネート能力、ファシリテーション能力、プレゼンテーション能力等を活かし、教育委員会のみならず、
福祉や防災、観光、まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じて、行政や企業、NPO、学校等の様々な場で、
人づくりやつながりづくり、地域づくりに中核的な役割を果たすことが期待されています。

「社会教育士」とは？～学びを通じて、人づくり・つながりづくり・地域づくりの中核的な役割を果たします～

参考
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３

審議事項１に関する意見の整理【概要】 中央教育審議会生涯学習分科会
社会教育の在り方に関する特別部会（令和７年３月）

意見の整理の趣旨

１．社会情勢の変化を踏まえた社会教育の推進
・第４期教育振興基本計画に示された「2040年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成」、「日本社会に根差し

たウェルビーイングの向上」に向けて、社会教育の観点からのアプローチを検討することが必要。
・社会教育は、住民自治の基盤を耕し形成する営みであり、将来の予測困難な時代が到来する中、一人一人が主役として活躍で

きるような社会の基盤をどのように整備していくのか、検討が必要。

２．地域コミュニティの基盤を支える社会教育の在り方
（１）社会教育における学びの特徴

今後の社会教育の在り方を展望する上で、次のような社会教育の学びの特徴を生かすことが重要。
- 対話を通じた主体的な学び合いの中で、自己成長の追求と世界が広がる学びの楽しさが、個人のウェルビーイングを向上。
- 学びを通じた他者とのつながりによって、自ずと信頼関係や社会への自発的な貢献意識が育まれ、結果として地域課題の解

決に資するような地域活動にも発展。相互に支え合う住民自治の実践が存在。
- 学びの楽しさや実践を通じて得られた達成感、充実感が、更なる学習意欲を喚起し、継続的な学びや活動へと発展。学びを

通じた「人づくり・つながりづくり・地域づくり」の循環が、地域全体のウェルビーイングを向上。

（２）社会教育に期待される役割
社会教育による人づくりは、つながりや学びの成果を生かし、地域活性化や課題解決に向けた主体的な活動へと発展させてい
くことが期待されており、地域づくりに資するもの。地域コミュニティを基盤としたウェルビーイングの実現にも資する。

３．社会教育の推進に向けた今後の方向性
（１）社会教育人材を中核とした社会教育の推進
① 基本的な考え方
・近年、地域のつながりの希薄化や担い手不足が社会課題となっている状況を踏まえれば、今後の社会教育行政は、これまで以

上に社会教育人材の育成・活躍促進についても重要な柱として捉え直していくことが必要。
・学校教育や、環境・福祉・防災・農山漁村振興・まちづくり等の多様な分野において活躍する人材が、社会教育士の取得等に

より、社会教育の知見を生かして社会課題の解決に向けた自律的・持続的な活動を組織・展開できるようにすることが重要。
・また、社会教育人材をネットワーク化し、点として増えつつある社会教育士の活動の好事例を、線、面として地域の教育力の

発揮に発展させていくことが必要。こうした社会教育人材の有機的なつながりは、社会教育全体の振興にも資するもの。

本意見の整理は、第13期に引き継ぐ議論に資するよう、審議事項１「社会教育人材を中核とした社会教育の推進方策」につい
て、これまでの議論で出された現状認識や課題、引き続き深めていくべき主な検討の視点を整理したもの。今後は、審議事項２
「社会教育活動の推進方策」や、審議事項３「国・地方公共団体における社会教育の推進体制等の在り方」等について審議予定。

参考
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（２）社会教育行政と関係機関等との連携
学校教育、首長部局、高等教育機関、関係団体、民間企業等との連携・協働をどのように実働させるのか、更なる検討が必要。

（３）社会教育行政を推進するうえでの重要な視点
社会教育行政を通じて、個人と地域のウェルビーイングの向上を目指すためには、共生社会の実現やデジタル社会への対応に
資する観点や、幅広い世代の参画を促す工夫、学ぶ楽しさを軸とした社会教育固有のアプローチが重要。

② 社会教育人材に期待される役割・能力
・「各分野の専門性を様々な場に活かす学びのオーガナイザー」である社会教育士には、多様性を尊重しつつ、対話の場づくり、

関係性づくりも意識した学びの展開、合意形成の納得のプロセスづくり、アイディアの主体的な実現に向けた支援等の役割が
期待。また、社会教育における学びと実践の活動に必要な、コーディネート能力、プレゼンテーション能力、ファシリテー
ション能力を前提に、人々の持ち味を引き出す関わり方、楽しい活動に関わる中で結果的に地域課題の解決等に貢献していく
ような工夫、関係行政機関や多様な主体との連携・協働ができる能力が、今後特に重要に。

・「地域全体の学びのオーガナイザー」である社会教育主事には、多様な分野と社会教育（行政）をつなぎ、社会教育行政及び
実践の取組全体を牽引する役割が期待。教育行政職員としての専門的知見や、地域の社会教育人材のネットワーク化が期待。

③ 社会教育主事・社会教育士の位置付け
・社会教育主事が期待される機能を十分に果たすための方策として、配置の促進に向けた社会教育主事講習の柔軟な受講環境の

整備、職務内容の明確化、適切な任用要件の設定・見直し、戦略的なキャリアデザインの明示、チームで活動できるような体
制面のサポート等が重要。

・社会教育士の活躍促進に向けた方策として、企業・行政等の採用等において評価される仕組み（社会教育施設の職員採用や指
定管理者の公募審査、教員採用、地域学校協働活動推進員・高校コーディネーターの配置等）に向けた周知等が重要。

④ 社会教育主事・社会教育士の養成の改善
・社会教育主事と社会教育士の異なる役割に応じた養成の改善方策を検討する必要。具体的には、社会教育士として地域の学び

を支援するための学習を土台に（１階）、社会教育主事として地域全体の学びをオーガナイズするための学習を設ける２階建
てのカリキュラムに再構築してはどうか。また、社会教育士の称号取得が容易になるような段階的な仕組みの検討が必要。

・夜間・休日の開講、オンライン・オンデマンドの活用など、社会教育主事講習の柔軟な受講環境の更なる整備が必要。
・学校と地域の連携・協働の観点から、社会教育主事養成課程と教職課程の連携等が必要。

⑤ 社会教育人材ネットワーク
特に、地方公共団体において、社会教育主事を中心としたネットワークの構築・活性化が必要。社会教育人材全体がチーム

として、様々な分野の横串を通した社会教育の振興にも寄与することが期待。

⑥ 若年層を中心に社会教育への関心や参画を広げる工夫
若者が主体的に地域活動に挑戦できる環境づくりや、社会教育人材が信頼できる大人の伴走者として支えること等が必要

（学校の探究学習との連携・協働の促進、CSと地域学校協働活動の一体的推進等）。
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国の予算事業等
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参考
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社会教育を推進するための指導者の資質向上等事業 令和8年度予算額   64百万円
  （前年度予算額          68百万円）

事業内容
 社会教育法・図書館法の規定に基づき、社会教育
主事に必要な知識・技能を身に付けるための講習を行
うとともに、社会教育主事・司書・公民館施設職員・社
会教育士等への資質向上研修を実施。

    講習の実施に当たっては、受講機会等を確保するた
め、ICT技術を活用した講習や、障害を有する方などが
安心して受講できる環境を提供。

   各分野で活動する社会教育人材が、個々の活動の
幅を広げ質を高めていくため、社会教育人材同士のつ
ながりづくりを促進するとともに、そのネットワークを活用
した地域課題解決を推進。

背景・課題
対話を通じた主体的な学び合い
学びを通じた他者とのつながりを通じ、
住民自治の基盤を耕し形成する営み

地 域 社 会 で 実 践

（担当：総合教育政策局地域学習推進課）

社会教育人材（社会教育主事、社会教育士、新任図書館長、司書、公民館職員等）の養成・研修

社会教育人材の活躍促進を図るための支援等（社会教育の裾野の拡大）

アウトプット（活動目標） アウトカム（成果目標） インパクト（国民・社会への影響）
・社会教育主事講習修了者等の安定した輩出
・資質向上のための研修の充実

・社会教育主事の着実な配置と社会教育士の養成
・多様な主体による地域の学習機会の充実
・現代的課題を捉えた専門人材の育成

・人づくり・つながりづくり・地域づくりの推進による住民一人
一人の暮らしの向上、地域課題解決による地域の活性化

 防災、福祉、産業振興など、広義のまちづくり・地域づくりに
関する多様な行政分野での地域コミュニティ政策の拡大

社会教育の裾野の拡大
 地域のつながりの希薄化、担い手不足

社会教育による人づくりの必要性

社会
教育

多様な分野で社会教育の知見を生かすことができる
社会教育人材を中核とした社会教育の推進

 R6.６ 中央教育審議会総会
地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方と
推進方策について（諮問）
＜審議事項＞
①社会教育人材を中核とした社会教育の推進方策
②社会教育活動の推進方策
③国・地方公共団体における社会教育の推進体制等の在り方

 今後の社会教育行政は、これまで以上に社会教育
人材の育成・活躍促進についても重要な柱として
捉え直していくことが必要

 社会教育人材をネットワーク化し、点として増え
つつある社会教育士の活動の好事例を、線、面とし
て地域の教育力の発揮に発展させていくことが必要

審議事項１に関する意見の整理 （令和７年３月）

資質向上の
ための研修

スキル
アップ

講習等による資格取得養成

ネットワーク知見の
共有

地方創生2.0基本構想（令和７年６月13日閣議決定）（抜粋）
６.政策パッケージ （１）安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生
③地域に愛着を持ち、地域で活躍する人材の育成 ⅱ．地方を担う人材の育成
また、地域コミュニティの基盤強化を図るため、社会教育人材を養成する講習等について抜本的改革を行い、各分野の専門
性を様々な場面に活かすことができる人材を各地域に創出するとともに、社会教育人材のネットワークの構築・活性化を図る。

研修・講習名 詳細 件数・単価 対象

１ 社会教育主事講習 社会教育主事の資格を付与する講習を
大学等に委嘱して実施。

（委託実施分13箇所）
＠約230万円 等

社会教育主事等の資格を取得
しようとする教育委員会の職員、教
職員等

２ 社会教育人材等
専門研修

オンデマンドも活用し、社会教育人材の資
質向上を図るための研修を実施。研修を
通じて様々な地域課題の解決を図る

各種研修により
異なる

社会教育主事、社会教育士、
図書館長・司書、公民館職員等

件名 目的 内容

１ 社会教育人材の活躍
促進のための支援等

社会教育人材の更なる活躍促進に向けて、実践
事例の横展開等を図るため、表彰やフォーラムの実
施、情報提供等を実施。

優良公民館表彰・社会教育功労者表彰・フォーラムの
実施、Webサイト等を活用した普及・啓発、情報提供
等

参考
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参考
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参考
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参考
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参考
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参考

出典：令和７年度地方財政対策の概要（https://www.soumu.go.jp/main_content/000984942.pdf） 56

https://www.soumu.go.jp/main_content/000984942.pdf


経済団体等による調査・提言等



58【出典】一般社団法人 日本経済団体連合会「大学等との産学連携に関するアンケート結果（最終版）」, 2026.2.17公表, Ｐ．42

学校と企業との産学連携の実績等（経団連による調査結果）

※調査対象：経団連 教育・大学改革推進委員会、イノベーション委員会、
 雇用政策委員会 委員企業等（441社）

※調査期間：2025年7月16日～8月20日
※回答企業数：112社

参考



「共助」による学びの選択肢の多様化に向けて
※ 経済産業省 イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会 報告書（概要版）（令和6年7月）より作成

参考

59



教育への支援に関心のある企業・団体・個人側の課題
※ 経済産業省 イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会 報告書（概要版）（令和6年7月）より作成

参考

60



（出典）『中央教育審議会初等中等教育分科会 教員養成部会【経団連提出資料】』
一般社団法人 日本経済団体連合会 2025年8月7日

経済界等も様々な形での教育分野への関与を提言➀
参考

61



（出典）『価値創造人材の育成に向けた教育トランスフォーメーション（EX)～個の主体性を尊重し多様性を育てる教育とそれを支える社会環境の整備～』P.8., 38
公益社団法人 経済同友会 2023年４月５日

参考

経済界等も様々な形での教育分野への関与を提言②

62



（出典）『産官学共創によるアントレプレナーシップ教育・教育DX推進のための次世代教育WGからの提案』
一般社団法人新経済連盟 次世代教育ワーキンググループ 2026年5月20日

経済界等も様々な形での教育分野への関与を提言➂

63

参考



（出典）『政策提言』横断型機関科学技術研究団体連合ほか 2026年1月22日
https://www.trafst.jp/wp-content/uploads/2026/02/1af8c4552a78facc6377da5b0032fcf5.pdf

提言７ 
次期学習指導要領の実施に当たって、探究的な学習における教員の役割を、科学的
問題解決プロセスをナビゲートし、協働的な学びの場をデザインする“ナビゲーター”へと転換
するために、文部科学省は必要となる専門性の確立を支援し、全国的な研修体系および
指導リソースを産官学の連携により構築する必要がある。
科学的問題解決プロセスは、教育分野のみならず、産業界において長年蓄積されてきた
実践知とも整合性を持つ。教員研修や支援体制の構築にあたっては、こうした社会の知見
と教育現場の専門性を架橋する仕組みが不可欠であり、あわせて当該プロセスを促進する
教材・資料の整備を進める必要がある。なお、この産官学連携の推進にあたり、提言団体
は、科学的問題解決や探究的学習に関わる専門家コミュニティと連携しつつ、実践的支
援を提供する用意がある。

経済界等も様々な形での教育分野への関与を提言④

64

参考



その他



令和８年１月19日中央教育審議会教員養成部会 教職課程・免許・大学院課程WG
「今後の教職課程や教員免許制度の在り方について（中間まとめ）」（https://www.mext.go.jp/content/20260128-kyoikushokuin-000046933_1.pdf）

66

参考

https://www.mext.go.jp/content/20260128-kyoikushokuin-000046933_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20260128-kyoikushokuin-000046933_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20260128-kyoikushokuin-000046933_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20260128-kyoikushokuin-000046933_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20260128-kyoikushokuin-000046933_1.pdf


文部科学省における「探究」に係るイベントの調査の実施

リンク先

18

48

170

12

掲載件数：２４８件

民間団体

大学等

都道府県又は指定都市教

育委員会

府省庁（所管法人含む）

 都道府県等教育委員会が主催する「探究」に係るイベントについて、令和６年８～９月に
調査を実施

 調査結果は、文部科学省後援の民間主催のイベントと併せて、 ホームページに一覧を公開

（掲載内容：名称、概要、対象など）
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文部科学省後援の民間探究イベントの例
イベント名 主催 対象 リンク先

SDGｓ探究AWARDS 一般社団法人
未来教育推進機構

中学生
高校生

ＳＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ ＡＷＡＲＤ STEAM JAPAN 中学生
高校生

ＳＤＧｓ ＱＵＥＳＴ みらい甲子園 SDGs QUEST
みらい甲子園事務局 高校生

Ｑ－１
～Ｕ-１８が未来を変える★研究発表ＳＨＯＷ～ 朝日放送テレビ 高校生

高校生Ring リクルート 高校生

創造力、無限大∞ 高校生ビジネスプラン・グランプリ 日本政策金融公庫 高校生

68

参考
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